
宇部市省エネ診断支援補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、一般財団法人省エネルギーセンターが実施する省エネ最適化診断又は

他の機関が実施する省エネ診断（以下「省エネ診断」という。）を活用し、脱炭素経営に

向けた取組を行う市内の事業者に対し、予算の範囲内で宇部市省エネ診断支援補助金（以

下「補助金」という。）を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（補助金交付対象者） 

第２条 補助金の交付対象となる者（以下「補助対象事業者」という。）は、次の各号に掲

げる要件をすべて満たす者とする。 

（１）市内に活動拠点を有していること。 

（２）第７条の交付申請時点において、１年以上事業を営んでおり、今後も継続して事業を

営む意思があること。 

 

（欠格事由） 

第３条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助対象事業者となることができない。 

（１）公序良俗に反する事業を行う者 

（２）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第

２条第１項各号に定める風俗営業等の事業を行う者 

（３）宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者 

（４）暴力団員による不当な行為等の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に規定する暴力団及び、同条第６号に規定する暴力団員である役職員を有する法

人又は個人並びにそれらの利益となる活動を行う法人又は個人 

（５）本市から競争入札参加資格者の指名停止措置を受けている者 

（６）宇部市が賦課徴収する市税に滞納がある者 

（７）前各号に掲げる者のほか、市長が補助金の目的等に照らして適当でないと認める者 

 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付対象となる事業は、省エネ診断を活用した脱炭素経営に向けた取組とし、

第７条の交付申請のあった日の属する年度に省エネ診断を受診し、当該年度の１月３１日ま

でに受診を完了する事業とする。ただし、国・県その他の公的機関から補助金等の交付を

受ける事業は、補助対象外とする。 

 

（補助金の額等） 

第５条 市長は、予算の範囲内において補助金の額を決定する。 

２ 前項の規定における補助金の額の算定において、補助対象経費及び補助上限額は別表の

とおりとする。 

 

（補助金の交付回数） 

第６条 この要綱による補助金の交付は、補助対象事業者１者につき、１年度当たり１回限

りとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、宇部市省エネ診断支援補助金交



付申請書（様式第１号）に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。 

 

（補助金の交付決定） 

第８条 市長は、前条の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交

付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、宇部市省エネ診断支援補助金

交付決定通知書（様式第２号）により、当該交付申請をした補助対象事業者に通知するも

のとする。 

２ 市長は、前項に規定する交付決定をする場合において、必要な条件を付することができ

る。 

３ 市長は、第１項の審査の結果、補助金の不交付を決定したときは、宇部市省エネ診断支

援補助金不交付決定通知書（様式第３号）により、当該交付申請をした補助対象事業者に

通知するものとする。 

 

（補助事業の実績報告） 

第９条 前条第１項の規定により補助金の交付決定通知を受けた補助対象事業者（以下「補

助事業者」という。）は、当該決定に係る事業（以下「補助事業」という。）が完了したと

きは、当該完了日から起算して３０日を経過した日又は第７条の申請書を提出した日の属

する年度の末日のいずれか早い日までに、宇部市省エネ診断支援補助金実績報告書（様式

第４号）に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第１０条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、第８条第１

項に規定する交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべ

き補助金の額を確定し、宇部市省エネ診断支援補助金交付確定通知書（様式第５号）によ

り、補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助金の請求） 

第１１条 補助事業者は、前条の規定による確定通知を受けた後、補助金の交付を受けよう

とするときは、宇部市省エネ診断支援補助金交付請求書（様式第６号）を市長に提出しな

ければならない。 

２ 市長は、前項の請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、

速やかに補助事業者に補助金を交付するものとする。 

 

（交付決定の取消し） 

第１２条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又

は一部を取り消すことができる。この場合において、市長は、当該補助事業者に対し、宇

部市省エネ診断支援補助金交付決定取消通知書（様式第７号）により通知するものとする。 
（１）この要綱又は補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。 

（２）虚偽の申請若しくは報告又は不正行為により補助金の交付を受けたとき。 

（３）補助金を補助事業以外の用途へ使用したとき。 

（４）その他市長が補助金を交付することが不適当と認めたとき。 

２ 前項の規定は、第１０条の規定により補助金の額を確定した後においても適用があるも

のとする。 

 

 

 



（補助金の返還） 
第１３条 市長は、前条第１項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合にお

いて、当該取消しに係る部分に関して既に補助金を交付しているときは、宇部市省エネ診

断支援補助金返還命令書（様式第８号）により、補助事業者に対し、期限を定めてその返

還を命ずるものとする。 
２ 前項の規定により、補助金の返還命令を受けた補助事業者は、指定された期限までに補

助金を返還しなければならない。 
 

（帳簿等の整備） 
第１４条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の関係書類を整備し、当該補助事業の

完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して５年間これを保存しなければなら

ない。 
 

（補助事業の調査） 
第１５条 補助事業者は、市長が当該補助事業に関する調査を行うときは、その調査に協力

しなければならない。 
 

（その他） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和５年５月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和７年７月３０日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和８年６月４日から施行する。 

 

 

別表（第５条関係） 

補助対象経費 補助上限額 

一般財団法人 

省エネルギーセンター 

省エネ最適化診断(Ａ診断)の受診料 
 

１２，７６０円 

省エネ最適化診断(Ｂ診断)の受診料 
 

２０，２４０円 

上記以外の機関 省エネ診断の受診料 
 

２３，０００円 

※ 一般財団法人省エネルギーセンターの省エネ最適化診断(大規模診断)の受診料は、補助

対象外経費とする。 


